
旧
暦
時
代
の
彼
岸

播
 
 
磨
 
 
定
 
 
男

は
じ
め
に
1
問
題
の
所
在
1

 
昭
和
六
十
年
十
月
、
山
口
県
徳
山
市
夜
市
貝
籠
か
ら
発
掘
さ
れ
た
五
輪
塔
に
は
、
水
輪
部
分
に
「
弘
安
四
年
三
月
三
日
／
彼
岸
」
と
刻

 
 
 
 
ユ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ん
で
い
る
。
通
説
に
従
え
ば
彼
岸
は
春
分
・
秋
分
を
中
日
に
そ
の
前
後
三
日
ず
つ
、
計
七
日
間
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
弘
安
四
年
三

月
三
日
が
彼
岸
中
で
あ
る
た
め
に
は
二
月
末
日
が
春
分
と
な
り
、
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
は
あ
る
が
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
旧
暦
時
代
の
編
暦
を
新
暦
（
太
陽
暦
）
に
換
算
し
た
『
日
本
暦
日
原
典
』
（
内
田
正
男
編
著
、
雄
山
閣
、
昭
和
五
十
年
）
に
よ
っ
て

弘
安
四
年
の
春
分
を
調
べ
る
と
、
「
二
月
二
十
五
日
辛
卯
」
と
あ
る
。
念
の
た
め
に
こ
れ
を
陽
暦
（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
）
に
換
算
し
て
も
一

二
八
一
年
三
月
二
十
三
日
と
な
り
、
旧
暦
と
し
て
は
妥
当
な
数
値
が
導
か
れ
る
。
弘
安
四
年
二
月
二
十
五
日
が
春
分
で
あ
れ
ば
、
彼
岸
は

二
月
二
十
二
日
置
ら
二
十
八
日
目
で
の
七
日
間
で
あ
っ
て
、
貝
籠
五
輪
塔
に
記
さ
れ
た
三
月
三
日
は
無
論
彼
岸
中
で
は
な
く
、
彼
岸
明
け

の
二
十
八
日
と
は
五
日
の
間
隔
が
存
す
る
。
五
輪
塔
造
立
の
際
紀
年
銘
を
誤
刻
し
た
か
、
あ
る
い
は
弘
安
四
年
二
月
二
十
五
日
春
分
と
記

し
た
『
日
本
暦
日
原
典
』
に
計
算
上
の
誤
り
が
あ
る
た
め
に
、
双
方
整
合
し
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
よ
う
。

 
紀
年
銘
の
方
は
文
字
の
判
読
や
彫
法
な
ど
に
さ
し
た
る
困
難
は
無
い
か
ら
誤
刻
を
考
慮
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
後
者
の
弘
安
四
年
二
月

五
一
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五
二

二
十
五
日
春
分
に
つ
い
て
は
根
拠
と
し
た
『
日
本
暦
日
原
典
』
の
信
頼
性
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
私
は
昭
和
六
十
二
年
六
月

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

発
行
の
本
誌
第
二
十
七
号
に
お
い
て
、
右
書
所
収
の
弘
安
年
間
に
お
け
る
編
暦
を
同
時
代
史
料
に
よ
っ
て
傍
証
す
る
こ
と
に
し
た
。
勘
解

由
小
路
藤
原
兼
仲
の
日
記
『
勘
仲
記
』
（
増
補
史
料
大
成
）
に
あ
る
建
治
元
年
（
一
二
七
六
）
か
ら
正
安
二
年
目
＝
二
〇
〇
）
ま
で
の
二

十
六
年
間
に
お
け
る
年
月
日
、
干
支
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
～
に
よ
る
暦
日
計
算
と
照
合
し
た
結
果
、
『
日
本
暦
日
原
典
』
は
『
勘
下
記
』
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぞ
 

月
朔
干
支
な
ど
全
く
一
致
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
弘
安
年
間
に
お
け
る
編
暦
は
当
時
の
実
施
暦
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
た
。
そ
の
た
め

に
弘
安
四
年
二
月
二
十
五
日
春
分
は
正
し
い
こ
と
に
な
り
、
紀
年
銘
と
の
間
に
生
じ
た
背
反
の
事
実
は
依
然
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
残
る
こ

と
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
大
切
な
こ
と
は
、
か
か
る
途
中
の
論
証
よ
り
も
「
彼
岸
は
春
分
・
秋
分
を
中
日
に
そ
の
前
後
三
日
ず
つ
、
計
七

日
間
」
と
し
た
前
提
条
件
が
問
題
で
あ
っ
て
、
春
分
・
秋
分
と
彼
岸
と
の
関
係
が
従
来
の
学
説
と
は
別
に
吟
味
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

 
『
勘
仲
記
』
に
記
さ
れ
た
九
回
の
彼
岸
記
事
を
、
彼
岸
入
り
、
明
け
に
注
意
し
な
が
ら
春
分
・
秋
分
と
対
照
し
た
結
果
を
摘
記
す
る
と
、

当
時
の
彼
岸
は
春
分
・
秋
分
の
一
日
目
二
日
後
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
現
在
と
は
四
、
五
日
の
誤
差
が
存
す
る
こ
と
、
ま
た
、
彼
岸
入
り

か
ら
明
け
ま
で
の
期
間
も
七
日
な
い
し
八
日
間
で
あ
る
こ
と
を
明
ち
か
に
し
た
。
彼
岸
が
春
分
・
秋
分
を
中
日
と
し
て
そ
の
前
後
三
日
ず

つ
計
七
日
間
で
あ
る
と
す
る
冒
頭
に
紹
介
し
た
解
釈
は
、
現
行
の
在
り
方
を
そ
の
ま
ま
旧
暦
時
代
に
ま
で
遡
及
さ
せ
た
も
の
で
、
事
物
に

対
す
る
時
間
的
・
歴
史
的
思
考
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
問
題
の
貝
籠
五
輪
塔
の
紀
年
銘
に
あ
る
弘
安
四
年
三
月
三

日
は
、
二
月
二
十
七
日
の
彼
岸
入
り
よ
り
七
日
目
の
結
願
日
に
相
当
し
、
間
違
い
な
く
彼
岸
中
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
紀
年
銘
も
本

物
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
た
の
で
あ
る
。

 
春
分
・
秋
分
と
彼
岸
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
出
拙
稿
に
続
け
て
公
刊
し
た
拙
著
『
中
世
の
板
碑
文
化
』
（
東
京
美
術
、
平
成
元
年
）

に
お
い
て
も
右
と
同
主
旨
の
見
解
を
記
し
た
が
、
一
昨
年
九
月
刊
行
の
『
国
史
大
辞
典
』
第
十
一
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
年
）
で
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

彼
岸
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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春
分
一
秋
分
を
中
日
と
し
前
後
三
日
ず
つ
を
併
せ
た
七
日
間
を
、
そ
れ
ぞ
れ
春
の
彼
岸
、
秋
の
彼
岸
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
日
取

 
 
り
は
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
以
後
の
こ
と
で
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
以
前
は
春
分
・
秋
分
の
日
よ
り
数
え
て
三
日
目
、
す
な

 
 
わ
ち
春
分
が
二
十
一
日
な
ら
二
十
三
日
が
彼
岸
の
入
り
で
、
そ
れ
よ
り
七
日
間
が
彼
岸
で
あ
っ
た
。
宣
明
暦
の
時
代
（
貞
享
元
年
、

 
 
一
六
八
四
以
前
）
は
没
日
（
も
つ
に
ち
）
は
数
え
な
か
っ
た
か
ら
、
彼
岸
の
期
聞
が
八
日
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
宝
暦
五
年

 
 
か
ら
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
の
間
は
春
の
彼
岸
は
春
分
か
ら
数
え
て
、
六
日
前
が
入
り
で
春
分
の
翌
日
が
明
け
で
あ
っ
た
。
秋

 
 
は
秋
分
の
前
日
に
入
り
秋
分
よ
り
六
日
目
に
明
け
た
。
（
後
略
）

 
執
筆
を
担
当
さ
れ
た
の
は
前
出
『
日
本
暦
日
原
典
』
の
著
者
で
、
天
文
学
や
暦
学
を
専
門
と
さ
れ
る
内
田
正
男
氏
で
あ
る
。
氏
は
春

分
・
秋
分
と
彼
岸
の
関
係
が
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
宝
暦
五
年
の
改
暦
を
契
機
に
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
述
べ
、
彼
岸
の
日
取
り
が

「
春
分
・
秋
分
を
中
日
と
し
前
後
三
日
ず
つ
を
併
せ
た
七
日
間
」
と
な
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
宝
暦
・
天
保
年
間
の
改
暦
を
経
た
弘
化
元

年
以
後
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
当
時
の
行
用
暦
は
太
陰
太
陽
暦
で
あ
り
、
こ
れ
が
廃
さ
れ
て
新
た
に
太
陽
暦
が
採
用
さ
れ
た
明
治
六
年
以

降
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
実
は
そ
れ
以
前
の
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
お
け
る
幕
府
天
文
方
渋
川
景
佑
を
中
心
と
し
た
改
暦
か
ら
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

彼
岸
は
現
在
と
同
じ
日
取
り
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

 
そ
れ
に
し
て
も
宝
暦
四
年
以
前
と
い
え
ば
わ
が
国
の
歴
史
の
大
半
が
こ
の
中
に
包
含
さ
れ
る
。
右
の
解
説
で
は
簡
単
に
、
宝
暦
四
年
以

前
は
「
春
分
・
秋
分
の
日
よ
り
数
え
て
三
日
目
」
に
彼
岸
入
り
し
、
明
け
ま
で
の
期
間
を
七
日
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が
果
た
し
て
時

代
や
地
域
的
な
枠
を
越
え
て
妥
当
す
る
か
が
問
題
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
前
出
拙
稿
の
最
後
で
も
言
及
し
た
点
で
あ
る
。
旧
暦
時
代
の
編

暦
が
一
定
の
原
則
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
普
遍
妥
当
的
な
結
果
が
予
想
さ
れ
る
が
、
歴
史
研
究
の
上
で
は

実
際
の
行
用
暦
に
即
し
た
個
々
の
事
実
を
把
握
し
、
真
偽
を
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
没
日
は
こ
れ
を
日
数
に
入
れ
な
い
と
し
て

い
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
『
吾
妻
鏡
』
や
『
北
条
九
代
記
』
を
典
拠
と
し
た
『
古
事
類
苑
』
方
技
部
二
所
収
の
没
日
な
ど
は
、
い
ず
れ
も

編
暦
上
の
没
日
と
一
致
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
吾
妻
鏡
』
だ
け
の
間
違
い
な
の
か
、
そ
れ
と
も
関
東
地
方
に
お
け
る
没
日
の

五
三
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五
四

計
算
に
誤
り
が
存
し
た
か
は
、
個
々
の
事
例
を
検
証
し
た
上
で
な
い
と
確
定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
管
見
で
は
未
だ
か
か
る
実
証
的
研

究
に
接
し
た
こ
と
が
な
い
。

 
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
旧
暦
に
お
け
る
彼
岸
が
現
在
の
よ
う
に
春
分
や
秋
分
を
中
心
と
し
な
い
で
、
い
ず
れ
も
そ
の
五
日
後
に
彼
岸
中

日
を
迎
え
る
と
い
う
、
そ
の
理
由
も
当
然
尋
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
阪
四
天
王
寺
の
彼
岸
会
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
岸
中
日

の
行
事
は
浄
土
思
想
の
影
響
を
受
け
て
昼
夜
平
分
に
な
る
日
を
選
び
実
施
さ
れ
る
。
旧
暦
の
彼
岸
中
日
が
果
た
し
て
こ
の
昼
夜
平
分
に
相

当
す
る
か
は
学
問
的
吟
味
が
必
要
で
あ
り
、
編
暦
上
の
日
付
と
天
暦
と
の
関
係
も
同
時
に
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
右
の
内
田
氏
の
説

明
は
辞
典
と
い
う
制
約
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
不
言
及
で
あ
り
、
旧
暦
の
彼
岸
に
ま
つ
わ
る
問
題
も
一
歩
中
に
入
れ
ば
依

然
多
く
の
課
題
を
残
し
た
ま
ま
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
提
起
し
た
二
つ
の
問
題
の
う
ち
後
者
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
こ
と
に

し
て
、
取
り
奪
え
ず
本
稿
で
は
前
者
の
春
分
・
秋
分
と
彼
岸
の
関
係
を
、
実
際
に
当
時
の
人
々
が
造
立
し
た
史
料
を
手
懸
か
り
に
検
証
し

て
み
た
い
と
思
う
。
大
方
の
御
批
正
を
賜
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

「
彼
岸
」
表
記
の
諸
形
式

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
わ
が
国
で
彼
岸
会
が
行
わ
れ
た
の
は
、
『
日
本
後
紀
』
巻
十
三
、
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
三
月
十
七
日
の
条
に
「
令
下
二
諸
国
国
分
寺
僧
↓

春
秋
二
曲
月
別
七
日
、
嚢
中
金
剛
般
若
経
上
」
と
あ
る
の
を
、
文
献
上
の
初
見
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
類
聚
三
代
格
』
の
記
す
太
政
官
符
に

 
 
 は

、
毎
年
春
秋
の
二
仲
月
に
七
日
間
の
仏
事
を
営
む
こ
と
が
以
後
恒
例
と
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
両
史
料
と
も
彼
岸
の
文
字
は
見

ら
れ
な
い
が
、
平
安
時
代
の
『
宇
津
保
物
語
』
国
譲
巻
下
に
「
彼
岸
の
程
に
よ
き
日
を
取
り
て
さ
る
べ
き
事
思
し
設
け
て
云
々
」
と
あ

麗
、
『
源
氏
物
語
』
や
『
蜻
蛉
日
記
』
な
ど
に
も
彼
岸
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

 
平
安
時
代
の
文
学
作
品
に
「
よ
き
日
」
「
精
進
せ
ん
と
し
て
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
彼
岸
は
特
別
の
日
と
し
て
意
識
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お
 

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
藤
原
官
長
の
日
記
『
台
記
』
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
二
月
十
九
日
丙
寅
の
条
に
は
、
「
自
二
今
日
一
七
ケ

日
報
潔
斎
云
々
」
と
、
十
九
日
か
ら
七
日
間
の
彼
岸
中
は
潔
斎
し
て
新
鋳
の
不
動
尊
面
前
で
不
動
呪
を
十
万
遍
唱
え
、
彼
岸
中
に
は
立
后

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 

宣
旨
を
祈
願
し
日
別
に
心
経
二
十
一
巻
を
諦
し
、
二
十
二
日
の
彼
岸
中
日
に
は
「
午
時
焼
二
薫
陸
↓
出
所
・
求
一
事
白
・
仏
」
と
、
彼
岸
中

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

に
行
わ
れ
る
仏
事
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
し
て
い
る
。
ま
た
『
兵
範
記
』
の
仁
平
二
年
（
＝
五
一
）
八
月
十
八
日
の
条
で
は
、

彼
岸
二
日
目
に
法
勝
寺
に
お
い
て
高
さ
一
丈
二
尺
の
五
重
塔
一
基
を
造
立
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
『
吾
妻
鏡
』
で
は
鎌
倉
時
代
中
期
の
建
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

四
年
（
一
二
五
二
）
八
月
十
七
日
の
条
に
、
「
今
日
雨
蛙
彼
岸
第
七
日
↓
深
沢
里
奉
・
二
二
始
金
銅
八
丈
釈
迦
如
来
像
己
と
、
鎌
倉
将
軍
の

病
気
平
愈
を
祈
願
し
、
彼
岸
明
け
に
金
銅
釈
迦
如
来
像
を
鋳
造
し
た
旨
記
し
て
い
る
。
彼
岸
時
の
仏
事
も
初
め
は
念
仏
や
写
経
が
中
心
で

あ
っ
た
が
、
平
安
中
期
頃
に
な
る
と
こ
れ
に
造
仏
や
造
塔
な
ど
の
作
善
が
加
わ
る
よ
う
に
な
り
、
ち
ょ
う
ど
こ
う
し
た
時
期
に
造
ら
れ
た

作
品
で
今
日
ま
で
遺
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
滋
賀
県
高
島
郡
マ
キ
ノ
町
の
称
念
寺
に
あ
る
木
造
薬
師
如
来
立
像
は
、
像

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 

内
背
部
に
「
延
久
六
年
八
月
廿
五
日
干
時
彼
岸
入
日
庚
寅
」
と
墨
書
銘
が
あ
り
、
ま
た
大
阪
府
泉
南
郡
岬
町
の
興
善
寺
に
あ
る
木
造
大
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
 

如
来
坐
像
に
は
、
像
内
に
「
保
安
元
年
八
月
廿
目
日
／
彼
岸
初
日
」
と
記
し
て
い
る
。
延
久
六
年
（
一
〇
七
四
）
と
保
安
元
年
（
＝
二

〇
）
の
秋
の
彼
岸
を
期
し
て
造
立
安
置
さ
れ
た
遺
品
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

 
さ
て
、
彼
岸
中
に
造
立
さ
れ
た
仏
像
や
塔
婆
類
を
、
平
安
時
代
に
限
ら
ず
鎌
倉
・
南
北
朝
・
室
町
時
代
へ
と
順
次
年
代
を
下
げ
て
拾
っ

て
い
く
と
彪
大
な
数
に
な
る
。
こ
れ
は
彼
岸
が
次
第
に
人
々
の
生
活
の
中
に
定
着
し
て
い
っ
た
結
果
で
あ
り
、
と
く
に
彼
岸
を
煩
悩
の
此

岸
か
ら
仏
界
の
彼
岸
へ
到
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
極
楽
浄
土
へ
の
祈
願
、
あ
る
い
は
そ
の
宗
教
的
理
想
に
向
か
っ
て
の
実
践
期
間
と
意
義
づ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

け
た
浄
土
教
の
興
隆
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
か
か
る
遺
品
は
す
べ
て
旧
暦
時
代
の
造
立
で
あ
る
か
ら
、
お
の
お
の
を
整
理
・
吟
味
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
冒
頭
に
述
べ
た
春
分
・
秋
分
と
彼
岸
の
関
係
、
こ
と
に
旧
暦
に
お
け
る
彼
岸
入
り
の
日
取
り
を
確
認
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
に
収
集
し
た
資
料
の
中
か
ら
該
当
す
る
遺
品
を
抽
出
し
、
問
題
点
に
沿
っ
て
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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H
年
月
日
と
彼
岸
何
日
、
第
何
番
を
併
記
す
る
も
の

 
ニ
 
モ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
 

①
延
久
六
年
八
月
廿
五
日
干
時
彼
岸
入
日
庚
寅

 
 
 
 
（
滋
賀
県
高
島
郡
マ
キ
ノ
町
、
称
念
寺
仏
像
銘
）

 
 
ニ
ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
 

②
保
安
元
年
八
月
廿
目
日
／
彼
岸
初
日

 
 
 
 
（
大
阪
府
泉
南
郡
岬
町
、
興
善
寺
仏
像
銘
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ニ
ニ
 
 

③
貞
応
三
年
岬
八
月
三
日
／
彼
岸
初
日

 
 
 
 
（
奈
良
市
十
三
院
町
、
三
輪
院
仏
像
旧
記
銘
）

 
 
 
ニ
 
ニ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

④
嘉
頑
二
年
靹
八
月
廿
一
日
／
彼
岸
／
第
六

 
 
 
 
（
埼
玉
県
行
田
市
佐
間
、
行
田
市
史
料
館
板
碑
銘
）

 
 
 
ニ
 
ご

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

⑤
仁
治
二
年
辞
八
月
十
二
日
／
彼
岸
第
二
日

 
 
 
 
（
大
分
県
豊
後
高
田
市
蕗
、
富
貴
寺
笠
塔
婆
銘
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

 
 
 
ニ
 
 
ニ
 

⑥
建
長
五
年
礫
二
月
十
六
日
踊
彼
岸
初
日

 
 
 
 
（
東
京
都
府
中
市
本
町
、
善
明
寺
仏
像
銘
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

 
 
 
ニ
 
 
 

⑦
文
永
五
年
戯
二
月
八
日
／
彼
岸
第
五
日

 
 
 
 
（
大
分
県
豊
後
高
田
市
蕗
、
富
貴
寺
笠
塔
婆
銘
）

 
 
ニ
ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
 

⑧
文
保
二
年
戊
午
／
二
月
十
五
日
／
彼
岸
／
第
一
番
（
二
三
）

 
 
 
 
（
埼
玉
県
大
里
郡
岡
部
町
榛
沢
、
新
井
家
墓
地
板
碑
銘
）

 
 
コ
ニ
ム
ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

⑨
永
徳
三
癸
亥
八
月
十
九
日
彼
岸
初
日

 
 
 
 
（
高
知
県
香
美
郡
香
北
町
、
高
照
寺
仏
像
銘
）

五
六

375



第37号徳山大学論叢

 
元
号
に
続
け
て
年
次
と
干
支
、
そ
れ
に
月
次
・
日
次
を
記
し
、
さ
ら
に
そ
の
日
が
彼
岸
何
日
、
第
何
番
に
相
当
す
る
か
を
示
し
た
も
の

で
、
該
題
の
春
分
・
秋
分
と
彼
岸
の
関
係
を
知
る
上
に
最
も
好
都
合
な
史
料
で
あ
る
。
最
初
の
称
念
寺
仏
像
銘
の
場
合
は
、
延
久
六
年
八

月
廿
五
日
が
彼
岸
の
入
り
日
で
あ
り
、
こ
の
日
の
干
支
が
庚
寅
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
『
日
本
暦
日
原
典
』
や
『
日
本
暦
日
便
覧
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
ど
に
よ
っ
て
延
久
六
年
の
秋
分
を
調
べ
る
と
、
八
月
二
十
三
日
戊
子
と
あ
る
か
ら
、
零
話
は
二
日
後
の
八
月
二
十
五
日
で
あ
り
、
彼
岸

は
こ
の
二
十
五
日
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。
②
③
⑨
の
史
料
も
各
紀
年
が
彼
岸
初
日
に
相
当
す
る
こ
と
を
告
げ
た
も
の
で
、

後
世
の
表
1
に
示
す
ご
と
く
こ
れ
ら
を
そ
の
年
の
春
分
や
秋
分
と
対
比
す
る
と
、
①
の
場
合
と
同
様
い
ず
れ
も
彼
岸
入
り
は
春
分
・
秋
分

の
二
日
後
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
⑤
と
⑦
は
彼
岸
第
二
日
と
第
五
日
と
あ
っ
て
、
彼
岸
入
り
し
て
か
ら
の
日
数
を
記
し
て
い
る
が
、
同
様

な
計
算
方
法
に
よ
り
吟
味
の
結
果
は
、
右
の
数
例
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
⑧
の
「
彼
岸
第
一
番
」
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
 

つ
て
服
部
清
道
博
士
も
「
彼
岸
七
日
間
を
第
一
番
よ
り
第
七
番
ま
で
数
え
た
も
の
」
と
い
わ
れ
、
例
え
ば
彼
岸
第
三
番
と
あ
る
場
合
は
彼

岸
入
り
し
て
第
三
日
目
を
指
す
と
い
う
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
文
保
二
年
の
両
基
も
彼
岸
第
一
日
目
に
造
立
し
た
も
の

と
解
し
紀
年
と
の
関
係
を
吟
味
す
る
と
、
こ
の
年
の
春
分
は
二
月
十
三
日
で
あ
る
か
ら
十
五
日
置
春
分
の
二
日
後
、
つ
ま
り
彼
岸
初
日
に

相
当
し
、
定
説
通
り
の
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

 
右
に
掲
げ
た
十
例
中
八
例
ま
で
は
い
ず
れ
も
、
彼
岸
は
春
分
・
秋
分
の
二
日
後
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
と
齪
擁
す
る
の
が
④

と
⑥
の
二
例
で
あ
る
。
④
の
場
合
は
嘉
禎
二
年
八
月
十
三
日
が
秋
分
で
あ
る
か
ら
、
二
日
後
の
八
月
十
五
日
を
彼
岸
入
り
と
す
る
と
紀
年

銘
の
八
月
二
十
一
日
は
彼
岸
七
日
目
に
当
た
り
、
「
彼
岸
第
六
」
と
合
致
し
な
い
。
「
八
月
廿
一
日
彼
岸
第
六
」
を
生
か
す
と
す
れ
ば
彼
岸

は
秋
分
三
日
後
の
十
六
日
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
前
記
の
結
論
と
は
異
な
る
結
果
と
な
る
が
、
後
述
の
ご
と
く

彼
岸
入
り
し
た
八
月
十
五
日
は
ち
ょ
う
ど
没
日
で
あ
っ
て
、
没
日
は
日
数
に
算
入
し
な
い
と
す
る
の
が
旧
暦
（
宣
明
暦
）
の
慣
習
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
年
の
秋
の
彼
岸
は
八
月
十
六
日
～
二
十
二
日
ま
で
の
七
日
間
で
あ
り
、
二
十
一
日
は
紀
年
銘
に
あ
る
よ
う
に
彼
岸
第
六
日
と

な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
⑥
の
場
合
は
建
長
五
年
の
春
分
が
二
月
十
六
日
で
あ
る
か
ら
、
紀
年
銘
を
そ
の
ま
ま
解
す
る
と
十
六
日
の
春
分

五
七
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当
日
が
彼
岸
初
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
「
二
月
十
六
日
踊
」
と
あ
る
の
は
間
違
い
で
、
十
六
日
の
干
支
は
甲
子
で
あ
り
、
丙

寅
は
十
八
日
と
な
る
。
二
月
十
八
日
靹
で
あ
れ
ば
春
分
の
二
日
後
と
な
り
、
彼
岸
初
日
と
も
一
致
す
る
か
ら
、
本
来
は
二
月
十
八
日
と
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
8
）

べ
き
と
こ
ろ
を
二
月
十
六
日
と
誤
記
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
十
例
に
つ
い
て
表
1
を
見
な
が
ら
ま
と
め
る
と
、
十
例
中
八
例
ま
で
が
春
・
秋
の
彼
岸
と
も
春
分
・
秋
分
の
二
日

後
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
残
り
の
④
と
⑥
の
二
例
も
こ
れ
に
準
じ
て
い
る
と
見
倣
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

表
-
 
春
分
・
秋
分
と
彼
岸
入
り
の
関
係

1992年6月 播磨定男：旧暦時代の彼岸

年
 
 
 
 
次

春
分
・
秋
分

陽
暦
（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
）

彼
岸
 
入
 
り

①
延
久
六
年
八
月
廿
五
日

八
月
二
十
三
日

一
〇
七
四
年
九
月
二
十
二
日

八
月
二
十
五
日
（
秋
分
二
日
後
）

②
保
安
元
年
八
月
廿
三
日

八
月
二
十
一
日

一
一
二
〇
年
九
月
二
十
二
日

八
月
二
十
三
日
（
 
同
 
 
）

③
貞
応
三
年
八
月
三
日

八
月
 
一
 
日

一
二
二
四
年
九
月
二
十
二
日

八
月
 
三
 
日
（
 
同
 
 
）

④
嘉
禎
二
年
八
月
廿
一
日

八
月
十
三
日

一
二
三
六
年
九
月
二
十
一
日

八
月
十
六
日
（
秋
分
三
日
衡
W

⑤
仁
治
二
年
八
月
十
二
日

八
月
九
 
日

一
二
四
一
年
九
月
二
十
二
日

八
月
十
一
日
（
秋
分
二
日
後
）

⑥
建
長
五
年
二
月
十
六
日

二
月
十
六
日
・

一
二
五
三
年
三
月
二
十
三
日

二
月
十
六
日
（
春
分
当
既
W

⑦
文
永
五
年
二
月
八
日

二
月
二
日

一
二
六
八
年
三
月
二
十
三
日

二
月
 
四
 
日
（
春
分
二
日
後
）

⑧
文
保
二
年
二
日
＋
五
臣

二
月
十
三
日

一
三
一
八
年
三
月
二
十
四
日

二
月
十
五
日
（
 
同
 
 
）

⑨
永
徳
三
年
八
月
十
九
日

八
月
十
七
日

＝
二
八
三
年
九
月
二
十
二
日

八
月
十
九
日
（
秋
分
二
日
後
）

（
1
）
⑧
は
同
じ
紀
年
銘
の
も
の
が
二
三
。

（
2
）
は
八
月
十
五
日
が
没
日
、
（
3
）
は
誤
刻
の
た
め
他
と
異
な
っ
て
い
る
。

o
陽
暦
（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
）
の
日
付
が
現
行
と
多
少
異
な
る
の
は
、
寛
政
暦
以
前
の
中
気
の
決
め
方
が
冬
至
を
起
点
に
一
年
を
十
二
等
分
す
る
、
い
わ
ゆ
る
常

 
気
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
で
、
こ
れ
に
よ
る
と
春
分
は
現
行
よ
り
も
二
、
三
日
遅
い
三
月
二
十
三
日
～
二
十
五
日
遅
な
り
、
秋
分
は
反
対
に
九
月
二
十
一
日

 
～
二
十
三
日
と
現
行
よ
り
も
早
く
な
る
。
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結
果
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
「
彼
岸
は
春
分
・
秋
分
を
中
日
に
そ
の
前
後
三
日
中
つ
、
計
七
日
間
」
と
す
る
従
来
の
通
説
と
随
分
異
な
っ
て

お
り
、
彼
岸
入
り
だ
け
を
比
べ
て
も
五
日
の
ず
れ
が
存
す
る
。
た
だ
し
こ
の
結
果
に
つ
い
て
は
徳
山
市
夜
市
貝
籠
五
輪
塔
の
紀
年
銘
を
考

証
し
た
昭
和
六
十
二
年
発
表
の
旧
稿
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
の
十
例
は
計
ら
ず
も
旧
稿
で
得
た
結
論
を
補
強
す

る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
岸
の
問
題
は
彼
岸
入
り
か
ら
明
け
ま
で
の
期
間
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
掲
の
各
史
料

は
、
紀
年
が
彼
岸
第
何
日
・
何
番
に
相
当
す
る
か
を
具
体
的
に
知
ら
せ
て
は
い
て
も
、
彼
岸
期
間
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
解
答
を
示
し
て

は
い
な
い
。
席
題
の
追
求
は
他
の
史
料
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
新
た
な
事
例
に
即
し
た
実
証
的
研
究
が
再
び
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

徳山大学論叢

 
 
口
年
月
日
と
彼
岸
を
併
記
す
る
も
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ニ
 
 
 

①
建
保
六
年
獄
窮
二
月
廿
三
日
／
彼
岸
上
旬

 
 
 
 
（
栃
木
県
鹿
沼
市
上
石
川
、
北
犬
飼
薬
師
堂
仏
像
銘
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ガ
 

 
ユ
ニ
 
 
ニ
 

②
建
長
七
年
郷
二
月
十
五
日
彼
岸
中

 
 
 
 
（
福
岡
県
粕
屋
郡
古
賀
町
、
熊
野
神
社
板
碑
銘
）

 
 
 
 
ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ム
 

③
弘
安
三
年
八
月
廿
四
日
彼
岸
中

 
 
 
 
（
福
岡
県
大
牟
田
市
藤
田
町
、
護
福
寺
跡
五
輪
塔
銘
）

 
 
 
 
ニ
 
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

④
弘
安
四
年
三
月
三
日
／
彼
岸

 
 
 
 
（
山
口
県
徳
山
市
夜
市
、
貝
籠
五
輪
塔
銘
）

 
 
（
＝
二
五
〇
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
3
）

⑤
貞
和
六
年
臆
畝
二
月
十
五
日
幟
岸

 
 
 
 
（
山
口
県
熊
毛
郡
田
布
施
町
、
蓮
華
寺
仏
像
銘
）

 
 
 
 
 
 
ヨ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥
嘉
吉
三
年
／
八
月
／
二
十
五
日
／
彼
岸
日
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六
〇

 
 
 
 
 
（
鹿
児
島
県
揖
宿
郡
開
聞
町
、
上
野
板
碑
銘
）

 
前
項
の
史
料
は
紀
年
銘
の
日
次
が
彼
岸
何
日
に
相
当
す
る
か
を
示
し
た
の
に
対
し
、
右
に
掲
げ
た
各
々
は
紀
年
銘
の
日
次
が
彼
岸
中
で

あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。
前
の
場
合
と
同
様
、
『
日
本
暦
日
原
典
』
や
『
日
本
暦
日
便
覧
』
に
よ
っ
て
春
分
や
秋
分
の
日
次
を
調
べ
、

こ
れ
と
対
照
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
と
、
①
の
建
保
六
年
銘
は
二
月
十
八
日
が
春
分
で
あ
る
か
ら
五
日
後
の
二
十
三
日
を
彼
岸
上
旬
と

表
記
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
春
分
・
秋
分
と
彼
岸
の
関
係
で
い
う
と
、
二
十
三
日
は
実
は
彼
岸
中
日
に
当
た
る
。
彼
岸

中
で
も
中
日
は
最
も
重
視
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
彼
岸
上
旬
と
表
記
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
よ
く
事
情
を
尋
ね
る
と
、
そ
の
前
日
の

二
月
二
十
二
日
甲
子
は
没
日
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
春
分
の
四
日
後
が
没
日
で
あ
る
た
め
に
紀
年
銘
の
二
月
二
十
三
日
は
彼
岸
第
三
日

目
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
彼
岸
上
旬
と
表
記
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
②
の
建
長
七
年
銘
は
二
月
十
五
日
が
彼
岸
中
で
あ
る
こ

と
を
告
げ
て
い
る
が
、
こ
の
年
の
春
分
は
二
月
八
日
で
あ
る
か
ら
十
五
日
は
春
分
の
七
日
後
と
な
る
。
以
下
同
じ
方
法
で
紀
年
銘
の
日
次

と
春
分
・
秋
分
と
の
関
係
を
整
理
し
た
の
が
表
H
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
春
分
・
秋
分
の
四
～
八
日
後
の
日
付
と
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ

 
 
 
表
H
 
彼
岸
入
り
か
ら
明
け
ま
で
の
期
間

年
 
 
 
 
次

春
分
・
秋
分

陽
暦
（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
）

春
分
・
秋
分
と
の
関
係

①
建
保
六
年
二
月
廿
三
日

二
月
十
八
日

一
二
一
八
年
三
月
二
十
三
日

春
分
後
四
日
（
彼
岸
三
日
時
W

②
建
長
七
年
二
月
十
五
日

二
月
八
 
日

一
二
五
五
年
三
月
二
十
四
日

春
分
後
七
日
（
彼
岸
六
日
目
）

③
弘
安
三
年
八
月
廿
四
日

八
月
十
九
日

一
二
八
○
年
九
月
二
十
一
日

秋
分
後
五
日
（
彼
岸
四
日
目
）

④
弘
安
四
年
三
月
 
三
 
日

二
月
二
十
五
日

一
二
八
一
年
三
月
二
十
三
日

春
分
後
八
日
（
彼
岸
七
日
目
）

⑤
貞
和
六
年
二
月
十
五
日

二
月
八
 
日

＝
二
五
〇
年
三
月
二
十
四
日

春
分
後
七
日
（
彼
岸
六
日
目
）

⑥
嘉
吉
三
年
八
月
二
十
五
日

．
八
月
二
十
一
日

一
四
四
三
年
九
月
二
士
一
両

秋
分
後
四
日
（
彼
岸
三
日
目
）

（
1
）
二
月
ご
十
二
日
甲
子
が
没
日
の
た
め
日
数
が
他
と
異
な
る
。

o
陽
暦
（
グ
レ
ゴ
リ
回
暦
）
の
日
付
が
現
行
と
異
な
る
こ
と
は
前
項
の
表
-
左
道
に
注
記
。
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の
日
が
彼
岸
中
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
岸
の
期
間
を
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
春
分
・
秋
分
を
中
日

に
前
後
三
日
ず
つ
、
計
七
日
間
と
す
る
と
、
彼
岸
は
春
分
・
秋
分
の
三
日
後
ま
で
と
な
っ
て
こ
れ
以
上
に
及
ぶ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
右
の
史
料
は
い
ず
れ
も
四
日
以
上
の
聞
隔
が
あ
り
、
旧
暦
に
お
け
る
彼
岸
が
日
取
り
の
上
で
も
従
前
の
学
説
と
異
な
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
大
き
く
改
訂
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
直
戴
に
い
え
ば
、
こ
こ
に
掲
げ
た
史
料
も
ま
た
前
項

で
述
べ
た
、
旧
暦
に
お
け
る
彼
岸
は
春
分
・
秋
分
の
二
日
後
か
ら
入
る
と
い
う
結
論
を
支
持
し
て
お
り
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
課
題
、
す

な
わ
ち
彼
岸
入
り
か
ら
明
け
ま
で
の
期
間
が
何
日
か
と
い
う
問
い
に
対
し
考
察
を
進
め
て
い
く
と
、
④
の
弘
安
四
年
銘
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
史
料
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
弘
安
四
年
三
月
三
日
中
彼
岸
中
で
あ
る
こ
と
を
示
す
が
、
弘
安
四
年
は
二
月
二
十
五
日
が
春
分

で
、
し
か
も
一
、
一
月
は
三
十
日
晦
日
の
大
の
月
で
あ
る
か
ら
三
月
三
日
は
春
分
か
ら
数
え
て
八
日
後
と
な
る
。
そ
し
て
二
月
二
十
五
日
春
分

の
二
日
後
の
二
十
七
日
を
彼
岸
入
り
と
す
る
と
、
翌
三
月
三
日
は
ち
ょ
う
ど
彼
岸
七
日
目
に
相
当
す
る
。
逆
に
い
え
ば
彼
岸
期
間
が
七
日

以
上
で
な
い
と
三
月
三
日
は
彼
岸
中
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
旧
暦
の
彼
岸
が
七
日
目
を
明
け
・
結
願
日
と
し
て
い
る
こ
と
は
貴
族
の
日

記
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
た
だ
、
日
記
の
場
合
は
錯
誤
も
加
わ
っ
て
彼
岸
期
間
が
必
ず
し
も
七
日
と
は
一
定
し
て
い
な

い
。
没
日
も
入
ら
な
い
・
の
に
八
日
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
て
そ
の
原
因
を
把
握
し
得
な
い
が
、
次
の
史
料
は
仏
像
や
塔
婆
の
造
立
を
記

念
し
て
の
刻
銘
で
あ
る
か
ら
、
日
記
よ
り
も
信
頼
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。

  

ｮ
蕃
朕
二
月
襲

 
 
 
 
 
（
東
京
都
台
東
区
上
野
公
園
、
東
京
芸
術
大
学
仏
像
銘
）

 
 
 
ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
貞
和
四
年
戊
子
八
月
廿
六
日
時
正
中
日

 
 
 
 
 
（
岡
山
市
浜
田
町
、
報
恩
寺
田
在
板
碑
銘
）

 
前
者
の
二
月
時
正
中
日
は
干
支
の
己
巳
に
よ
り
二
月
二
十
一
日
目
相
当
す
る
。
春
分
は
二
月
十
六
日
で
あ
る
か
ら
、
彼
岸
は
二
日
後
の

十
八
日
か
ら
始
ま
り
二
十
一
日
を
中
日
と
す
る
と
明
け
ば
二
十
四
日
と
な
り
、
彼
岸
入
り
か
ら
明
け
ま
で
の
期
間
は
二
十
一
日
を
中
日
に

六
一
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六
二

七
日
間
と
な
る
。
ま
た
後
者
の
場
合
は
、
八
月
二
十
一
日
が
秋
分
で
あ
り
、
二
十
六
日
を
中
日
と
す
る
と
彼
岸
は
八
月
二
十
三
日
か
ら
二

十
九
日
ま
で
の
七
日
間
と
な
り
、
前
者
と
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
旧
暦
時
代
の
彼
岸
は
春
分
・
秋
分
の
二
日
後
か
ら
始
ま

る
点
で
現
行
暦
と
は
大
き
く
異
な
る
が
、
彼
岸
入
り
か
ら
明
け
ま
で
の
期
間
は
現
在
と
同
様
七
日
間
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
右
の
史
料
に
あ
る
時
正
に
つ
い
て
、
辞
書
や
事
典
で
は
昼
夜
平
分
の
意
に
把
え
、
春
・
秋
の
彼
岸
の
中
日
と
解
説
し
て
い
る
。
し

か
し
時
正
が
彼
岸
中
日
を
指
す
な
ら
、
何
も
「
時
正
中
日
」
と
表
現
す
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
、
文
字
の
意
味
は
と
も
あ
れ
、
当
時
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

人
々
は
こ
れ
を
彼
岸
と
同
義
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
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日
年
月
と
彼
岸
第
何
日
・
何
番
を
併
記
す
る
も
の

①
集
評
二
月
彼
岸
第
三
唖

 
 
 
 
（
栃
木
県
塩
谷
郡
塩
谷
町
、
佐
貫
観
音
堂
曼
茶
羅
銘
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
 

 
 
 
ニ
 
ニ
 

②
仁
治
三
年
駄
購
／
八
月
彼
岸
第
三
番

 
 
 
 
（
埼
玉
県
行
田
市
小
見
、
真
観
寺
板
碑
銘
）

 
コ
ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

③
建
長
六
年
／
八
月
彼
岸
第
一
番

 
 
 
 
（
宮
城
県
角
田
市
稲
置
、
稲
置
薬
師
堂
仏
像
銘
）

 
 
 
ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

④
正
嘉
二
年
八
月
彼
岸
七
番

 
 
 
 
（
埼
玉
県
飯
能
市
川
寺
、
願
成
寺
板
碑
銘
）

 
 
ニ
ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

⑤
弘
安
十
一
年
二
月
彼
岸
第
六
番

 
 
 
 
（
埼
玉
県
北
埼
玉
郡
騎
西
町
、
西
円
寺
板
碑
銘
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

 
 
コ
ニ
 
ニ
 
 

⑥
元
徳
二
年
帳
八
月
彼
岸
田
因
圖
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（
埼
玉
県
八
潮
市
鶴
ヶ
曽
根
、
秋
元
家
板
碑
銘
）

 
 
（
＝
三
一
三
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
4
）

 
⑦
元
徳
二
年
駄
財
八
月
彼
岸
第
三
番

 
 
 
 
 
（
岩
手
県
東
磐
井
郡
川
崎
村
薄
衣
、
如
来
寺
三
板
碑
銘
）

 
 
（
＝
二
七
六
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
5
）

 
⑧
永
和
二
年
踊
八
月
彼
岸
第
澤

 
 
 
 
 
（
山
形
市
鉄
砲
町
、
光
禅
寺
板
碑
銘
）

 
 
 
 
 
 
エ
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 

 
⑨
応
永
廿
三
季
二
月
彼
岸
会
初
日

 
 
 
 
 
（
奈
良
県
大
和
郡
山
市
柏
木
町
、
光
明
寺
仏
像
銘
）

 
 
 
 
 
 
ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

 
⑩
天
正
田
年
二
月
彼
岸
中
日

 
 
 
 
 
（
埼
玉
県
東
松
山
市
岩
殿
、
正
法
寺
の
向
い
山
板
碑
銘
）

 
元
号
、
年
次
、
月
次
に
続
け
て
彼
岸
第
何
日
・
第
何
番
と
明
記
す
る
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
初
期
か
ら
各
時
代
を
通
じ
て
散
見
し
、
地
域

的
に
も
広
く
分
布
し
て
い
る
。
「
彼
岸
第
三
日
」
「
彼
岸
中
日
」
「
彼
岸
会
初
日
」
な
ど
の
表
記
は
こ
れ
ま
で
の
例
か
ら
し
て
お
の
お
の
彼

岸
入
り
し
て
か
ら
の
日
数
を
示
す
。
類
例
の
多
い
彼
岸
第
何
番
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
彼
岸
七
日
間
を
第
一
番
よ
り
第
七

番
ま
で
数
え
た
も
の
で
、
第
三
番
は
第
三
日
と
同
義
で
あ
る
。
か
か
る
解
釈
か
ら
す
る
と
⑥
の
事
例
は
特
異
で
あ
り
検
討
を
必
要
と
す

る
。
恐
ら
く
編
者
は
「
元
徳
二
年
鞭
八
月
十
六
日
彼
岸
」
と
記
す
べ
き
と
こ
ろ
を
日
次
と
彼
岸
を
前
後
し
て
刻
ん
だ
も
の
と
解
し
、
詳
し

く
吟
味
し
な
い
ま
ま
収
録
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
元
徳
二
年
目
秋
分
は
八
月
二
日
で
あ
る
か
ら
、
彼
岸
は
八
月
四
日
～
十
日
ま
で
と
な
り
、

八
月
十
六
日
は
彼
岸
中
で
は
な
い
。
彼
岸
よ
り
下
の
三
文
字
が
不
鮮
明
で
は
あ
る
が
、
こ
の
紀
年
銘
は
「
八
月
彼
岸
第
六
日
」
と
解
す
の

が
穏
当
で
、
彼
岸
第
六
日
目
の
造
立
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
に
列
挙
し
た
各
史
料
は
彼
岸
第
何
日
・
何
番
と
指
示
は
す

る
も
の
の
肝
心
の
日
次
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
果
た
し
て
そ
れ
が
何
日
に
当
た
る
か
は
紀
年
銘
か
ら
は
知
り
得
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
春

分
・
秋
分
と
彼
岸
の
関
係
を
立
証
す
る
史
料
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

六
三
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六
四

 
 
 
四
年
月
と
彼
岸
を
併
記
す
る
も
の

 
 
 
 
ニ
 
ご

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 

 
①
文
応
二
年
酔
二
月
彼
岸

 
 
 
 
 
（
山
口
県
宇
部
市
西
区
島
、
宇
部
市
立
図
書
館
板
碑
銘
）

 
 
 
コ
ニ
ニ
ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
②
元
亨
二
年
三
月
彼
岸

 
 
 
 
 
（
鹿
児
島
県
鹿
屋
市
高
須
町
、
波
之
上
神
社
板
碑
銘
）

 
 
 
コ
ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 

 
③
康
永
四
仲
秋
彼
岸

 
 
 
 
 
（
埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
大
類
、
古
野
三
板
碑
銘
）

 
 
 
 
 
 
ニ
モ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

 
④
永
享
九
年
町
八
月
彼
岸

 
 
 
 
 
（
埼
玉
県
入
間
郡
旦
局
町
高
萩
、
比
留
間
家
墓
地
板
碑
銘
）

⑤
元
亀
躍
年
三
月
彼
岸
的

 
 
 
 
 
（
福
岡
県
山
門
郡
三
橋
町
垂
見
、
心
源
寺
板
碑
銘
）

⑥
元
杷
凝
年
八
月
彼
岸
唖

 
 
 
 
 
（
千
葉
県
佐
原
市
香
取
、
新
福
寺
板
碑
追
銘
）

 
元
号
と
年
次
・
月
次
に
続
け
て
彼
岸
・
彼
岸
日
と
記
す
の
は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
簡
略
な
表
記
法
で
、
鎌
倉
時
代
頃
か
ら
時
代
や
地
域

に
関
係
な
く
頻
出
す
る
。
旧
暦
で
は
春
分
は
二
月
、
秋
分
は
八
月
と
決
ま
っ
て
い
る
た
め
①
③
④
⑥
の
よ
う
な
事
例
が
一
般
的
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
②
や
⑤
の
よ
う
に
彼
岸
が
翌
三
月
や
九
月
に
及
ぶ
こ
と
を
記
し
た
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。
旧
暦
の
場
合
は
現
行
の
太
陽
暦
の

よ
う
に
春
分
や
秋
分
の
日
が
一
定
し
て
い
な
い
か
ら
、
二
月
や
八
月
の
末
に
春
分
・
秋
分
が
く
る
こ
と
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
付

随
す
る
彼
岸
も
翌
三
月
や
九
月
に
及
ぶ
こ
と
と
な
り
、
真
偽
に
つ
い
て
は
個
々
の
吟
味
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
②
の
元
亨
二
年
銘
の
場

合
は
、
春
分
が
二
月
二
十
八
日
で
あ
る
か
ら
彼
岸
は
翌
三
月
に
ま
で
及
ぶ
た
め
、
紀
年
銘
の
「
元
亨
二
年
三
月
彼
岸
」
は
誤
算
と
は
い
え
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な
い
。
⑤
の
場
合
は
、
元
亀
四
年
の
春
分
が
二
月
十
一
日
で
あ
る
か
ら
「
三
月
彼
岸
日
」
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で
、
こ
れ
は
「
二
月
彼
岸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

日
」
の
善
管
か
誤
読
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
末
尾
の
「
彼
岸
日
」
に
つ
い
て
こ
れ
を
「
彼
岸
中
日
」
と
解
説
し
た
事
典
も
存
す
る
が
、
こ
れ

は
彼
岸
七
日
間
の
特
定
日
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
か
ら
彼
岸
中
と
伺
義
に
見
倣
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
旧
暦
に
お
け
る
彼
岸
を
現
行
暦
と
同

様
三
月
や
九
月
と
す
る
の
は
論
外
と
し
て
も
、
二
月
や
八
月
に
拘
泥
し
「
三
月
彼
岸
」
や
「
九
月
彼
岸
」
を
誤
刻
と
し
て
拒
け
る
こ
と

も
、
学
問
的
態
度
と
は
い
え
な
い
。

 
さ
ら
に
右
の
こ
と
と
関
連
し
て
付
言
す
れ
ば
、
旧
暦
に
お
け
る
彼
岸
が
春
分
・
秋
分
を
中
日
に
そ
の
前
後
三
日
ず
つ
計
七
日
間
と
す
る

と
、
春
分
や
秋
分
が
二
月
と
八
月
の
月
初
め
に
き
た
場
合
、
彼
岸
は
こ
れ
ま
で
と
は
反
対
に
前
月
か
ら
始
ま
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
二
月
一
日
が
春
分
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
三
日
前
の
正
月
二
十
七
日
か
二
十
八
日
に
彼
岸
入
り
す
る
わ
け
で
、
そ
の
結
果
は
「
正
月

彼
岸
」
「
七
月
彼
岸
」
の
事
例
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
が
、
本
稿
で
紹
介
し
た
三
十
四
例
の
史
料
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
れ
以
外

の
手
持
ち
史
料
を
見
て
も
該
当
す
る
も
の
は
一
例
も
存
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
旧
暦
に
お
け
る
彼
岸
が
日
取
り
の
上

で
通
説
と
は
異
な
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
既
述
の
、
す
な
わ
ち
旧
暦
に
お
け
る
彼
岸
は
春
分
・
秋
分
に
付
随
し

て
催
さ
れ
る
と
は
い
え
、
い
ず
れ
も
こ
れ
の
二
日
後
か
ら
始
ま
る
と
い
う
、
多
く
の
実
証
例
か
ら
導
か
れ
た
結
論
を
傍
証
す
る
も
の
と
い

え
よ
う
。
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二
 
没
日
と
彼
岸
の
日
取
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

暦
博
士
の
賀
茂
在
方
が
応
永
二
十
一
年
（
一
四
一
四
）
に
著
わ
し
た
『
暦
林
問
答
集
』
下
「
釈
二
塁
取
皿
」
第
三
十
に
は
、
没
日
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

 
 
 
或
問
没
滅
者
何
糞
、
答
云
、
症
例
云
、
滅
没
者
、
是
暦
数
余
分
、
陰
陽
不
足
、
非
一
正
日
一
夏
、
発
不
下
以
二
此
月
下
上
・
堂
、
舜
不
下

六
五
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六
六

 
 
以
片
明
日
一
通
中
四
方
上
巳
、
又
没
者
天
与
・
日
会
、
而
日
不
・
寛
正
於
天
一
余
分
也
、
是
日
二
気
盈
ハ
又
甥
・
没
（
中
略
）
皆
以
・
非
二
正
月

 
 
故
、
聖
人
慎
而
不
・
用
也
、
百
事
勿
・
用
・
之
、
大
凶
焉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

ま
た
、
『
頭
書
長
暦
』
上
で
は

 
 
 
没
日
ハ
天
ト
与
・
日
掛
シ
テ
、
日
が
干
・
天
及
バ
ザ
ル
ノ
余
分
、
年
中
ニ
ハ
五
日
廿
四
刻
有
奇
也
、
是
ヲ
気
盈
ト
名
付
テ
、
正
日
ニ

 
 
ア
ラ
ズ
一
切
ノ
事
業
二
悪
日
也

と
あ
っ
て
、
没
日
は
日
で
は
あ
る
が
日
数
に
数
え
な
い
日
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
年
に
五
日
二
十
四
刻
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ

の
五
日
二
十
四
刻
と
い
う
の
は
宣
明
暦
に
お
け
る
一
太
陽
年
の
三
六
五
・
二
四
四
六
日
か
ら
三
六
〇
日
を
減
じ
た
残
り
五
・
二
四
四
六
日

の
こ
と
で
、
こ
れ
を
三
六
五
・
二
四
四
六
日
で
割
っ
た
数
を
毎
日
に
割
り
ふ
り
、
そ
の
数
が
一
日
に
達
す
る
と
没
日
と
し
た
の
で
、
実
際

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
没
日
は
六
九
・
六
日
余
り
で
巡
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

 
問
題
は
こ
の
没
日
が
い
つ
や
っ
て
く
る
か
で
あ
り
、
も
し
も
春
分
・
秋
分
か
ら
彼
岸
明
け
ま
で
の
間
に
没
日
が
入
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 

当
然
彼
岸
の
日
取
り
や
期
間
も
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
『
古
事
類
苑
』
方
薬
部
二
に
は
『
中
右
記
』
の
大
治
四
年
（
＝

二
九
）
八
月
廿
四
日
号
条
を
引
用
し
、
若
宮
御
五
十
日
賀
の
撰
日
に
関
し
て
没
日
を
日
数
に
算
入
す
る
か
ど
う
か
を
陰
陽
師
に
質
し
、
結

局
日
数
に
算
入
し
な
か
っ
た
こ
と
を
記
載
し
て
い
る
。
没
日
は
正
日
に
非
ず
、
し
か
も
悪
日
、
大
凶
日
で
あ
れ
ば
こ
れ
を
避
け
、
さ
ら
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
数
に
入
れ
な
い
と
す
る
の
も
当
然
で
、
『
吾
妻
鏡
』
建
長
四
年
九
月
七
日
戊
子
の
条
に
も

 
 
 
午
剋
、
御
悩
御
平
減
之
後
、
有
二
御
沐
浴
之
儀
↓
而
今
日
没
日
也
、
凡
無
二
日
次
一
之
由
、
陰
陽
道
頻
錐
二
傾
申
一
云
々

と
あ
り
、
同
六
年
四
月
廿
四
日
丙
寅
の
条
、
弘
長
三
年
十
二
月
廿
四
日
庚
午
の
条
な
ど
に
も
没
日
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

 
平
安
時
代
の
貴
族
の
日
記
や
鎌
倉
幕
府
の
編
纂
物
に
没
日
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
そ
れ
だ
け
人
々
の
関
心
も
強
い
証
左
と
い
え
よ
う

が
、
こ
う
し
た
世
間
一
般
の
風
潮
と
は
逆
に
当
時
に
お
け
る
没
日
の
計
算
が
必
ず
し
も
正
し
く
は
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て

 
 
れ
 い

る
。
例
え
ば
右
に
示
し
た
『
吾
妻
鏡
』
の
紀
年
を
吟
味
し
て
も
、
建
長
四
年
九
月
七
日
が
没
日
と
す
る
と
前
述
の
よ
う
に
没
日
は
六
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九
・
六
日
余
り
で
巡
っ
て
く
る
か
ら
、
同
六
年
四
月
二
十
四
日
お
よ
び
弘
長
三
年
十
二
月
二
十
四
日
な
ど
も
こ
の
倍
無
上
に
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
が
、
事
実
は
全
く
違
っ
て
お
り
、
右
の
三
史
料
の
紀
年
は
湯
浅
吉
美
氏
が
大
術
・
宣
明
両
暦
の
全
期
間
を
対
象
に
作
成
し
た
「
没

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

日
・
滅
日
一
覧
」
に
も
記
載
が
無
い
。
し
た
が
っ
て
『
古
事
類
苑
』
が
収
録
し
た
没
日
に
関
す
る
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
は
間
違
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
こ
の
事
実
を
捉
え
て
関
東
地
方
の
没
日
計
算
に
誤
用
が
あ
っ
た
と
す
る
の
は
、
早
計
の
講
り
を
免
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
次
に
掲
げ
る
両
史
料
と
も
関
東
地
方
で
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
紀
年
銘
に
あ
る
月
日
と
彼
岸
の
関
係
が
没
日
を
前
提

に
し
て
初
め
て
他
と
適
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ニ
ニ
エ
ハ
 

 
 
嘉
頑
二
年
靹
八
月
廿
一
日
／
彼
岸
／
第
六

 
 
 
 
 
（
埼
玉
県
行
田
市
佐
間
、
行
田
市
史
料
館
板
碑
銘
）

 
 
 
 
ニ
へ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
建
保
六
年
漱
材
二
月
廿
三
日
彼
岸
上
旬

 
 
 
 
 
（
栃
木
県
鹿
沼
市
上
石
川
、
北
犬
飼
薬
師
堂
仏
像
銘
）

 
両
史
料
と
も
紀
年
銘
の
説
明
は
す
で
に
終
え
て
い
る
の
で
そ
の
要
点
だ
け
を
記
す
と
、
前
者
は
八
月
十
五
日
の
彼
岸
入
り
か
ら
数
え
る

と
二
十
一
日
は
彼
岸
第
七
日
目
と
な
る
が
、
十
五
日
は
没
日
で
あ
る
か
ら
彼
岸
入
り
は
翌
十
六
日
と
な
り
、
八
月
二
十
一
日
は
銘
文
通
り

彼
岸
第
六
日
目
な
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
建
保
六
年
銘
も
、
二
月
二
十
日
の
彼
岸
入
り
か
ら
数
え
る
と
二
月
二
十
三
日
目
第
四
日
目
、
す

な
わ
ち
中
日
と
な
り
、
こ
れ
を
「
彼
岸
上
旬
」
と
記
す
の
は
通
常
と
異
な
る
。
し
か
し
前
日
の
二
十
二
日
は
没
日
で
あ
り
、
こ
れ
を
彼
岸

の
日
数
に
算
入
し
な
い
か
ら
二
月
二
十
三
日
は
一
日
繰
り
上
が
っ
て
彼
岸
第
三
日
と
な
り
、
こ
れ
を
彼
岸
上
旬
と
表
記
し
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

 
以
上
の
二
例
は
い
ず
れ
も
没
日
の
存
在
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紀
年
と
春
・
秋
分
の
関
係
を
合
理
的
に
説
明
で
き
る
か
ら
、

『
吾
妻
鏡
』
が
編
纂
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
中
期
頃
に
は
、
武
蔵
・
下
野
方
面
の
関
東
地
方
で
も
没
日
が
実
生
活
の
上
に
反
映
さ
れ
て
い
た
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
が
何
を
典
拠
に
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
没
日
の
計
算
に
誤
り
が
存
す
る
の
は
編
纂
物
自

六
七
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身
で
あ
っ
て
、
関
東
地
方
の
生
活
や
習
慣
で
な
い
こ
と
を
右
の
史
料
は
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
 
 
び
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平
安
時
代
中
頃
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
に
造
立
さ
れ
た
仏
像
や
石
造
塔
婆
な
ど
を
手
懸
か
り
に
、
旧
暦
に
お
け
る
彼
岸
が
現
行
暦
と
日
取

り
の
上
で
異
な
る
こ
と
を
立
証
し
て
き
た
が
、
顧
み
る
と
事
例
が
や
や
平
安
・
鎌
倉
時
代
に
偏
し
、
南
北
朝
時
代
以
降
の
も
の
が
少
な
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
石
造
物
な
ど
の
場
合
、
室
町
時
代
頃
に
な
る
と
紀
年
銘
を
刻
す
に
も
「
三
時
文
明
二
天
二
月
彼
岸
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
山
口
県
新
南
陽
市
富
田
、
笠
石
板
碑
）
や
「
永
正
七
年
鞭
八
月
時
正
」
（
埼
玉
県
戸
田
市
下
笹
目
、
平
等
寺
板
碑
）
な
ど
と
省
略
し
た
方

法
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
、
彼
岸
行
事
そ
の
も
の
が
衰
退
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
は
寧
ろ
反
対
で
南
北
朝
時
代
以
降
に
な

る
と
彼
岸
は
年
中
行
事
と
し
て
人
々
の
生
活
に
定
着
し
、
そ
の
様
子
は
貴
族
の
日
記
な
ど
に
頻
出
し
て
く
る
。
『
洞
院
公
定
日
記
』
を
は

じ
め
『
宣
胤
卿
記
』
『
親
俊
日
記
』
『
家
忠
日
記
』
な
ど
に
よ
っ
て
も
旧
暦
時
代
の
彼
岸
を
実
証
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
手
元
で
は
そ

の
試
み
を
実
際
に
行
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
本
文
で
述
べ
た
こ
と
と
結
論
は
一
致
し
て
い
る
の
で
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
な
い

こ
と
に
す
る
。
た
だ
、
日
記
な
ど
の
文
献
史
料
の
場
合
は
『
勘
仲
記
』
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
時
々
日
付
を
誤
記
す
る
こ
と
も
あ
っ

て
、
そ
の
た
め
に
春
分
・
秋
分
の
翌
日
に
彼
岸
入
り
し
た
り
、
彼
岸
入
り
か
ら
明
け
ま
で
の
期
間
が
没
日
と
は
無
関
係
に
八
日
と
な
っ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
点
本
稿
で
例
証
と
し
て
用
い
た
金
石
文
史
料
は
一
、
二
を
除
い
て
誤
刻
ら
し
き
も
の
も
見
ら
れ
ず
、
該
題
を

追
求
す
る
手
段
と
し
て
は
最
も
信
頼
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

 
た
だ
し
、
各
地
で
調
査
収
録
さ
れ
た
報
告
書
に
は
明
ら
か
に
誤
記
・
誤
読
と
見
ら
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
本
稿
に
未
所
収
の
史
料

か
ら
目
立
っ
た
も
の
を
紹
介
す
る
と
、
奈
良
県
吉
野
郡
西
吉
野
村
黒
淵
の
常
世
寺
に
あ
る
五
輪
塔
に
つ
い
て
地
元
で
は
「
正
平
十
二
年
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月
晦
日
時
正
」
（
地
健
男
）
と
報
告
し
て
い
る
が
、
正
平
十
二
年
（
＝
二
五
七
）
の
秋
分
は
八
月
一
日
で
あ
り
、
八
月
晦
日
時
正
と
は
符
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合
し
な
い
。
現
地
調
査
で
は
「
八
月
時
正
」
と
あ
る
だ
け
で
、
晦
日
の
文
字
は
存
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
の
五
輪
塔
は
正
平
十
二
年
八
月

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 

三
日
～
九
日
ま
で
の
時
正
期
間
に
造
立
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
奈
良
市
西
新
屋
町
の
小
腰
院
墓
地
に
あ
る
六
字
名
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 

板
碑
は
「
慶
長
十
五
／
噸
二
月
二
日
時
正
」
と
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
時
正
は
今
日
の
解
釈
と
は
違
っ
て
当
時
は
彼
岸
と
同
義
に
使
用
さ

れ
て
い
る
か
ら
、
時
正
に
入
る
の
は
春
分
・
秋
分
の
二
日
後
で
あ
り
、
こ
れ
が
二
月
二
日
に
く
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
こ
と
を
当

時
の
編
暦
で
確
認
す
る
と
、
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
の
春
分
は
二
月
二
十
九
日
と
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
岸
は
翌
閏
二
月
二
日
～
八

日
ま
で
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
閏
二
月
二
日
時
正
」
が
正
し
い
と
い
え
る
が
、
果
た
し
て
実
物
が
如
何
な
る
か
は
未
確
認
の
ま
ま
で
あ
る
。

最
後
に
『
奈
良
県
史
』
所
収
の
清
久
寺
宝
簾
印
塔
（
吉
野
郡
野
迫
川
村
北
股
）
の
紀
年
銘
「
応
永
二
四
八
時
正
」
に
つ
い
て
、
同
書
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

「
応
永
二
年
四
月
八
日
時
正
」
と
解
説
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
全
く
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
時
正
が
三
月
や
九
月
に
く
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
四
月
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
「
応
永
二
十
四
年
八
月
時
正
」
を
省
記
し
た
も
の
で
、
同
様
の
事
例
は
和
歌
山
県
高
野
山
町

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石
道
の
三
十
黒
石
付
近
に
あ
る
五
輪
塔
銘
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
地
輪
に
「
正
平
廿
二
八
時
正
」
と
あ
り
、
解
釈
と
し
て
は
「
正
平
廿

年
二
月
八
日
時
正
」
か
「
正
平
耐
量
年
八
月
時
正
」
の
二
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。
真
偽
の
判
断
は
当
時
の
編
暦
に
当
た
っ
て
み
る
ほ
か
は

な
く
、
正
平
二
十
年
（
＝
二
六
五
）
の
場
合
は
二
月
二
十
二
日
が
春
分
で
あ
る
か
ら
前
者
の
ケ
ー
ス
は
成
立
し
難
く
、
し
た
が
っ
て
後
者

の
解
釈
を
正
し
い
も
の
と
見
倣
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
「
二
月
廿
日
時
正
中
日
」
を
「
三
月
廿
日
時
正
中
日
」
と
し
た
ケ
ー
ス
も
見

 
 
 
 

ら
れ
、
こ
れ
な
ど
は
二
と
三
を
単
純
に
見
誤
る
か
誤
植
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
三
月
彼
岸
」
や
「
三
月
時
正
」
の
場
合
は
、
単

に
数
字
の
間
違
い
で
は
な
く
、
実
際
に
こ
う
し
た
例
も
存
す
る
こ
と
は
本
稿
に
お
い
て
縷
々
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
徒
に
誤

刻
と
し
て
拒
け
る
こ
と
は
現
代
の
知
識
を
過
去
に
強
要
す
る
こ
と
で
あ
り
、
物
事
を
歴
史
的
に
思
考
す
る
態
度
を
欠
如
し
た
も
の
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
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七
〇

註（
1
）
拙
稿
「
徳
山
市
貝
籠
五
輪
塔
の
紀
年
銘
」
（
『
徳
山
大
学
論
叢
』
第
二
十
七
号
、
昭
和
六
十
二
年
）
。

（
2
）
高
柳
光
寿
編
『
角
川
日
本
史
辞
典
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
一
年
）
お
よ
び
『
日
本
歴
史
大
辞
典
』
（
河
出
書
房
、
昭
和
四
十
五
年
）
な
ど
。

（
3
）
前
掲
拙
稿
。

（
4
）
建
治
元
年
か
ら
正
安
二
年
ま
で
の
二
十
六
年
間
に
暦
日
を
二
回
だ
け
意
図
的
に
変
更
し
て
い
る
が
、
『
日
本
暦
日
原
典
』
は
『
勘
下
記
』
『
続
史

 
愚
抄
』
『
暦
断
簡
』
な
ど
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
正
し
て
い
る
。

（
5
）
同
書
、
八
五
四
頁
。

（
6
）
内
田
正
男
著
『
暦
と
時
の
事
典
』
（
雄
山
閣
、
昭
和
六
十
一
年
）
一
九
七
頁
。

（
7
）
『
日
本
後
紀
』
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
五
四
頁
。

（
8
）
『
類
聚
三
代
格
』
前
篇
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
一
＝
頁
。

（
9
）
『
宇
津
保
物
語
』
三
（
日
本
古
典
文
学
大
系
1
2
）
二
五
二
頁
。

（
1
0
）
『
台
記
』
二
（
増
補
史
料
大
成
第
二
十
四
巻
）
一
二
頁
。

（
1
1
）
薫
陸
は
『
和
名
抄
』
に
「
薫
陸
香
、
俗
暴
君
禄
、
出
中
天
竺
也
」
と
あ
っ
て
、
香
料
の
こ
と
で
あ
る
。
（
新
村
 
出
編
『
広
辞
苑
』
六
六
九
頁
）

（
1
2
）
『
兵
旧
記
』
一
（
増
補
史
料
大
成
第
十
八
巻
）
＝
二
五
頁
。

（
1
3
）
『
吾
妻
鏡
』
第
四
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
五
三
三
頁
。

（
1
4
）
久
野
 
健
編
『
造
像
銘
記
集
成
』
（
東
京
堂
出
版
、
昭
和
六
十
年
）
四
二
頁
。

（
1
5
）
同
右
、
五
六
頁
。

（
1
6
）
伊
藤
唯
真
編
『
仏
教
年
中
行
事
』
（
仏
教
民
俗
学
大
系
6
）
（
名
著
出
版
、
昭
和
六
十
一
年
）
三
四
頁
。

（
1
7
）
註
（
1
4
）
に
同
じ
。

（
1
8
）
註
（
1
5
）
に
同
じ
。

（
1
9
）
『
鎌
倉
時
代
の
彫
刻
』
（
東
京
国
立
博
物
館
、
昭
和
五
十
一
年
）
三
三
四
頁
。

（
2
0
）
埼
玉
県
立
歴
史
資
料
館
編
『
板
碑
-
埼
玉
県
板
石
塔
婆
調
査
報
告
書
』
皿
（
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
六
年
）
五
＝
頁
。
筆
者
実
見
。

（
2
1
）
望
月
友
善
著
『
大
分
の
石
造
美
術
』
（
木
耳
社
、
昭
和
五
十
年
）
七
〇
頁
。
筆
者
実
見
。

（
2
2
）
前
掲
『
造
像
銘
記
集
成
』
一
＝
○
頁
。

（
2
3
）
前
掲
『
大
分
の
石
造
美
術
』
七
二
頁
。
筆
者
実
見
。
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（
2
4
）
前
掲
『
板
碑
-
埼
玉
県
板
石
塔
婆
調
査
報
告
書
』
皿
、
四
五
二
頁
。
筆
者
実
見
。

（
2
5
）
前
掲
『
造
像
銘
記
集
成
』
四
五
一
頁
。

（
2
6
）
旧
暦
に
お
け
る
春
分
・
秋
分
の
日
付
は
内
田
正
男
編
著
『
日
本
暦
日
原
典
』
（
雄
山
閣
、
昭
和
五
十
年
）
お
よ
び
湯
浅
吉
美
編
『
日
本
暦
日
便

 
覧
』
上
（
汲
古
書
院
、
昭
和
六
十
三
年
）
に
よ
る
。
以
下
同
様
。

（
2
7
）
服
部
清
道
著
『
板
碑
概
説
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
七
年
復
刻
）
五
八
三
頁
。

（
2
8
）
後
述
の
よ
う
に
東
京
都
台
東
区
上
野
公
園
の
東
京
芸
術
大
学
に
は
、
「
建
長
五
年
朕
二
月
輯
旺
芒
と
刻
ん
だ
仏
像
が
あ
る
。
二
月
時
正
中
日
の

 
「
己
巳
」
は
二
月
二
十
一
日
に
相
当
す
る
か
ら
彼
岸
入
り
は
十
八
日
と
な
り
、
「
二
月
十
六
日
靹
彼
岸
初
日
」
が
誤
刻
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
し
て
い

 
る
。

（
2
9
）
前
掲
『
造
像
銘
記
集
成
』
一
五
四
頁
。

（
3
0
）
多
田
隈
豊
秋
著
『
九
州
の
石
塔
』
上
（
西
日
本
文
化
協
会
、
昭
和
五
十
年
）
九
五
頁
。
筆
者
実
見
。

（
3
1
）
同
右
、
七
四
頁
。
筆
者
実
見
。

（
3
2
）
註
（
1
）
に
同
じ
。

（
3
3
）
前
掲
『
造
像
銘
記
集
成
』
四
一
八
頁
。
筆
者
実
見
。

（
3
4
）
築
地
健
吉
著
『
鹿
児
島
県
板
碑
概
説
』
（
鹿
児
島
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
十
八
集
、
昭
和
四
十
六
年
目
一
〇
七
頁
。
紀
年
銘
の
日
付
部
分
が

 
欠
け
「
□
十
五
日
」
と
し
か
読
め
な
い
が
、
彼
岸
と
の
関
係
か
ら
「
二
十
五
日
」
と
し
た
。
筆
者
実
見
。

（
3
5
）
前
掲
『
造
像
銘
記
集
成
』
二
＝
頁
。

（
3
6
）
拙
著
『
中
国
地
方
の
板
碑
』
（
山
陽
新
聞
社
、
昭
和
六
十
二
年
）
六
九
頁
。

（
3
7
）
詳
し
く
は
拙
著
『
中
世
の
板
碑
文
化
』
（
東
京
美
術
、
平
成
元
年
）
八
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
8
）
前
掲
『
造
像
銘
記
集
成
』
一
五
二
頁
。

（
3
9
）
前
掲
『
板
碑
-
埼
玉
県
板
石
塔
婆
調
査
報
告
書
』
皿
、
四
九
九
頁
。

（
4
0
）
前
掲
『
造
像
銘
記
集
成
』
一
＝
八
頁
。

（
4
1
）
前
掲
『
板
碑
-
埼
玉
県
板
石
塔
婆
調
査
報
告
書
』
■
、
六
九
九
頁
。

（
4
2
）
同
右
■
、
五
六
七
頁
。
筆
者
実
見
。

（
4
3
）
同
右
皿
、
七
〇
三
頁
。

（
4
4
）
『
川
崎
村
石
造
文
化
財
』
第
一
部
（
川
崎
村
文
化
財
調
査
報
告
書
第
五
集
、
昭
和
五
十
九
年
）
三
九
頁
。
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（
4
5
）
川
勝
政
太
郎
著
『
日
本
石
造
美
術
辞
典
』
（
東
京
堂
出
版
、
昭
和
五
十
三
年
）
八
四
頁
。

（
4
6
）
前
掲
『
造
像
銘
記
集
成
』
四
七
二
頁
。

（
4
7
）
前
掲
『
板
碑
-
埼
玉
県
板
石
塔
婆
調
査
報
告
書
』
皿
、
五
一
頁
。
筆
者
実
見
。

（
4
8
）
前
掲
『
中
国
地
方
の
板
碑
』
二
六
九
頁
。

（
4
9
）
前
掲
『
九
州
の
石
塔
』
下
、
三
六
五
頁
。
筆
者
実
見
。

（
5
0
）
前
掲
『
板
碑
-
埼
玉
県
板
石
塔
婆
調
査
報
告
書
』
H
、
八
八
五
頁
。

（
5
1
）
同
右
H
、
九
三
二
頁
。

（
5
2
）
前
掲
『
九
州
の
石
塔
』
上
、
一
二
五
頁
。

（
5
3
）
『
千
葉
県
史
料
』
金
石
文
篇
二
（
千
葉
県
史
料
調
査
会
、
昭
和
五
十
三
年
）
五
一
頁
。

（
5
4
）
現
地
の
三
橋
町
教
育
委
員
会
へ
確
認
し
た
と
こ
ろ
「
二
月
彼
岸
日
」
と
判
明
し
た
。

（
5
5
）
庚
申
懇
話
会
編
『
日
本
石
仏
事
典
』
（
雄
山
閣
、
昭
和
五
十
年
）
三
四
六
頁
。

（
5
6
）
『
古
事
類
苑
』
方
技
部
二
、
一
〇
四
頁
。

（
5
7
）
同
右
、
一
〇
四
頁
。

（
5
8
）
広
瀬
秀
雄
著
『
暦
』
（
近
藤
出
版
社
、
昭
和
五
十
三
年
）
一
二
六
頁
。
前
掲
『
暦
と
時
の
事
典
』
二
七
六
頁
。

（
5
9
）
江
戸
時
代
に
入
っ
て
渋
川
春
海
は
貞
享
改
暦
の
際
没
日
を
暦
注
か
ら
削
除
し
た
か
ら
、
こ
れ
以
降
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

（
6
0
）
『
吾
妻
鏡
』
第
四
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
五
三
四
頁
。

（
6
1
）
前
掲
『
日
本
暦
日
原
典
』
五
〇
四
頁
。

（
6
2
）
前
掲
『
日
本
暦
日
便
覧
』
下
所
収
。
こ
れ
は
大
術
・
宣
明
両
切
の
全
期
間
（
七
六
四
～
一
六
八
四
年
）
に
お
け
る
没
日
・
滅
日
を
一
覧
表
に
し

 
た
も
の
で
、
凡
例
に
よ
る
と
右
の
計
算
結
果
を
現
存
の
具
注
暦
の
記
事
二
〇
〇
件
（
全
数
の
約
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
校
合
し
た
と
こ
ろ
、
没
日
は

 
全
て
一
致
し
た
旨
記
し
て
い
る
。
（
同
書
一
二
八
四
頁
）

（
6
3
）
註
（
2
0
）
に
同
じ
。

（
6
4
）
註
（
2
9
）
に
同
じ
。

（
6
5
）
・
前
掲
『
中
国
地
方
の
板
碑
』
三
一
四
頁
。

（
6
6
）
前
掲
『
板
碑
-
埼
玉
県
板
石
塔
婆
調
査
報
告
書
』
H
、
三
五
五
頁
。

（
6
7
）
前
掲
拙
稿
「
徳
山
市
貝
籠
五
輪
塔
の
紀
年
銘
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
6
8
）
『
奈
良
県
史
』
七
、
石
造
美
術
（
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
九
年
）
五
二
四
頁
。
筆
者
実
見
。

（
6
9
）
時
正
に
つ
い
て
は
註
（
3
7
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
0
）
前
掲
『
奈
良
県
史
』
七
、
一
一
四
頁
。

（
7
1
）
同
右
七
、
五
二
六
頁
。

（
7
2
）
巽
・
愛
甲
共
編
著
『
紀
伊
国
金
石
文
集
成
』
（
真
陽
社
、
昭
和
四
十
九
年
）
四
九
頁
。

（
7
3
）
司
東
真
雄
著
『
岩
手
の
歴
史
論
集
』
H
 
中
世
文
化
（
岩
手
の
歴
史
論
集
刊
行
会
、
昭
和
五
十
四
年
）五
二
五
頁
。
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